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要 望 書

２０１７年１２月２７日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿

生活保護基準引き下げに反対します（緊急ホットライン）実行委員会

代表 森 川 清

第１ 要望の趣旨

１ 厚生労働省は、生活保護利用当事者の真摯かつ悲痛な声を受け止めて、

現在進めている生活保護基準の見直し案に基づく生活扶助基準（母子加算、

児童養育加算を含む。）の引下げを撤回すること

２ 厚生労働省は、生活保護基準の見直しにあたって生活保護利用当事者（以

下「当事者」という。）を審議会に参加させ、当事者の意見の聴取および具

体的な家計状況の調査を大規模に実施して、当事者の意見および事情を反

映させた見直しをすること

３ 内閣は、上記生活扶助基準引下げ部分について第１項の撤回に基づいて

予算案の変更をすること

を要望する。

第２ 要望の理由

１ 厚労省案の発表

厚生労働省は、２０１７年１２月８日に母子加算及び児童養育加算を含

む生活扶助基準の引下げ方針を発表し、その後、同月１４日付け社会保障

審議会生活保護基準部会報告書（以下「報告書」という。）を受けるかたち

で、２０１８年１０月から生活扶助を３年かけて最大５％引き下げる方針
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を示し、見直しにより生活保護費は３年間で１６０億円とされている。そ

のうち、母子加算（子一人）については月額約５０００円、児童養育加算

の３歳未満児については月額５０００円の引下げをしようとしている（以

上をまとめて「厚労省案」という。）。

２０１７年１２月２２日、内閣は、厚労省案に基づく生活扶助基準引下

げを含んだ予算案を閣議決定した。

２ 当事者を蔑ろにした厚労省案の問題

報告書においては、２０１３年から行われた生活保護基準の大幅な引下

げの影響の把握・評価について、生活保護利用当事者（以下「当事者」と

いう。）の生活扶助基準の増減額の割合、家計の支出割合の統計的な推移の

報告にとどまっていることが明らかにされている。

生活保護基準は、生活保護法８条２項により「必要な事情を考慮」する

ことが強く要求されており、必要な事情を把握するためには、当事者など

の影響を強く受ける人々の生活実態について大規模なインタビューや家計

調査などを実施する必要があるにもかかわらず、いずれも実施されていな

い。

また、Nothing About Us Without Us （私たちのことを、私たち抜きに

決めないで）という考え方は生活保護においても適用されるべきであって、

基準部会の議論に当事者の参加が求められるべきであるが、生活保護にお

いては２０１７年３月の小田原市生活保護行政のあり方検討会以外に当事

者の参加がなされていない。

３ ホットラインの開催

当事者が蔑ろにされている中で生活保護基準引下げがなされる状況のな

か、生活保護問題に取り組む法律家及び市民の有志である我々は、実行委

員会を組織し、厚生労働大臣に当事者の切実な生活状況及び意見を伝える

べく、２０１７年１２月２６日午前１０時から午後７時まで東京・さいた
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ま・大阪で電話１３回線により「生活保護基準引き下げに反対します（緊

急ホットライン）」を開催した。

電話は、同日午後７時まで鳴り止まず、多数の電話が寄せられた。

４ ２０１３年引下げの影響

当事者からは、２０１３年からの引下げによって、①食事が削られてい

る（中にはおかずがなく白米に醤油をかけて食べることもあるというもの

も複数あった）、②入浴回数が月に１回になってしまっている、③耐久消費

財を購入する資金を保有する余裕が全くなく耐久消費財が壊れてしまった

ら買い換えられない、④衣服を買う余裕がなくサイズの合わない昔の服を

着続けている、⑤冬はコタツだけで暖をとって暖房を使えない、⑥真冬に

灯油が買えず肺炎になった、⑦交際費が捻出できず一切外出しない、など

の声が寄せられる。

これらはいずれも日本国憲法が保障する「健康で文化的な」生活とは程

遠いものというべきである。

厚生労働省は、かかる声があることを踏まえて、まずは２０１３年から

行われた生活保護基準の大幅な引下げにより当事者にどのような影響があ

るかについて徹底的に調査すべきである。

５ 今回引下げで保護費が減額された場合にどうするか

寄せられた声の中には、今回厚労省案により生活扶助基準引下げがなさ

れ、３０００円が減額された場合、衣服は普段から買っていないので、食

費を削るしかないという意見も多かった。

また、これまで節約をし続けて、これ以上、生活費のどこを削ったらい

いか想像もできないという意見も複数寄せられた。

中には、３袋１００円のうどんを買って毎昼食べているが、いつも素う

どんではさびしいので、卵をかけている。今回保護費が減額したら、卵を

かけるのをやめるしかないという当事者もいた。それでも数百円しか節約
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できず、あとはご飯を削る、そこから先は想像できないという意見であっ

た。

このように引下げ後の自分たちの生活について、想像もできず、自分た

ちの生活にビジョンを抱けない当事者が複数いる。低所得者との比較によ

って引き下げようとする厚労省案は、具体的な当事者の生活について、全

くビジョンを欠いているというべきである。

６ まとめ

本ホットラインにおいて、当事者からは「生活していけない」「死んでく

れと言われているようだ」「死ぬしかない」「弱いものいじめはしないでほ

しい」「当事者の声を聞いてほしい」「逆にあげてほしい」など、意見が多

く寄せられた。

厚生労働省は、生活保護利用当事者の真摯かつ悲痛な声を受け止めて、

当事者の意見および事情を反映させていない厚労省案に基づく見直しを含

めて引下げを伴う生活保護基準の見直しを撤回すべきであり、内閣は、閣

議決定した予算案のうち生活扶助基準引下げの部分を上記撤回に基づいて

変更すべきである。


